
 
花巻市監査委員告示第８号 

 

 地方自治法第 199条第４項の規定により実施した定期監査の結果について、同条

第９項の規定により下記のとおり公表する。 

 

 平成 28年７月 21日 

 

花巻市監査委員  中 村 初 彦 

同     戸 來 喜美雄 

 

記 

１ 監査委員意見 

 平成 28年度第２回定期監査として、平成 27年度の財務事務について監査した結

果、次のとおり意見を述べる。 

２ 監査を実施した課（機関） 

(1)財務部市民税課 

         【監査日：平成 28年７月６日】 

おおむね適正である。 

(2)財務部収納課 

           【監査日：平成 28年７月６日】 

おおむね適正である。 

(3)財務部財政課 

        【監査日：平成 28年７月６日】 

おおむね適正である。 

(4)財務部資産税課   

【監査日：平成 28年７月６日】 

指摘事項あり。 

(5)市民生活部生活環境課（清掃センター） 

【監査日：平成 28年７月６日】 

注意事項あり。 

(6)生涯学習部賢治まちづくり課（宮沢賢治童話村）  

【監査日：平成 28年７月６日】 

おおむね適正である。 

(7)生涯学習部スポーツ振興課（鉛温泉スキー場、自然休養村広場、屋内ゲートボ

ール場すぱーく石鳥谷、二枚橋体育館、東和Ｂ＆Ｇ海洋センター）  

【監査日：平成 28年７月６日】 

おおむね適正である。 

(8)会計課 

【監査日：平成 28年７月６日】 

おおむね適正である。 

(9)農業委員会事務局 

【監査日：平成 28年７月６日】 

   おおむね適正である。 



 
(10)教育部教育企画課 

【監査日：平成 28年７月６日】 

   おおむね適正である。 

(11)教育部小中学校課 

【監査日：平成 28年７月６日】 

   おおむね適正である。 

(12)生涯学習部宮沢賢治イーハトーブ館 

【監査日：平成 28年７月７日】 

   おおむね適正である。 

(13)生涯学習部宮沢賢治記念館 

【監査日：平成 28年７月７日】 

   おおむね適正である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
（別紙）

1

整理
番号

所管課（機関）名

平成28年度第2回定期監査結果内訳書（措置状況報告書）　Ｎｏ.1

2

整理
番号

所管課（機関）名 監査結果（指摘事項の内容）

市民生活部
生活環境課

監査結果に基づき講じた措置

財務部
資産税課

　時間外勤務等記録簿で取消になっ
ていた時間外勤務命令の事案があっ
た。
　このようなことのないよう、適切
な事務処理に努められたい。

監査結果に基づき講じた措置監査結果（注意事項の内容）

　公用車管理業務において、私的使
用の事案があった。
　このようなことのないよう、適切
な事務処理に努められたい。

 

 


